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中途障害者の所得格差が生活に及ぼす影響

はじめに

昨今の中途障害者の増加の理由の 1つは、脳血

管障害の寵患率の増加と死亡率の減少であると

われているω。脳由管障害は中年期から老年期に

かけて突然発症することが多い疾病である。突然

の受簡は昨日までの生活を一変させ、本人や家族

に大きな密撃を与える。受樟は身体的な機能障害

にとどまらず、受障したことによる心理的な衝撃

や葛藤安生じさせる。それに加えて、ライブサイ

クルでは家族の扶義など経済的な役割期待が高い

時期といえ、経詩的な問題が生じやすい。このよ

うな場合、本人や家族は身体的・心理的な鑑撃へ

の対処に加えて、経済的な鴎難についての対処も

迫られることになる。障害者の経済的な臨難さは、

受樟時の臨療費負損というような一時的な問題に

とどまらず、稼動収入の有無や保障の程度によっ

ては、将来的にも継続する問題である。また、

害者本人のみならず家族の生活にも影響を及ぼす

問題でもある。身体的な機能障害は、受障後の生

活の全てに大きな影響を与えるのである (2)。

受!産後の中途障害者への取り組みについては、

リハビリテーション研究や障害受容・受陣後うつ

病などの心理面での研究が多い。経済面について

は、生活の満足度や障害受容の心理的な基盤、あ

るいは家族が障害者を支援するための基本として、

その重要性や関連性が QOL研究(3)や蹄害受容研

α):t(4) 
ノ u 、 家族研究(5) などの中で指摘され

ている。しかし、経済的側面を中心に、

個々人の生活への影響を幅広くみているものは少

ない。医療とのつながりが強い中途障害者の場合

は特にそうだが、中途障害者の生活の中での経済

面は見落とされがちである。その理由は経済的な
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責任は一般に個人に帰される場合が多いためであ

ろう。

中途障害者の経済生活は、受i環前の個々人の生

活に規定されると考えられる。 障害基礎年金水準

の議論のように、障害者を総じて低所得としてと

らえているものもあるが(6)、障害者世帯閣の所得

格差の存在は明らかである(1)。しかし、所得の格

差について示されていても、それがどのように生

じ、生活にどのような影響を与えているかは明ら

かにされていない。所得の格差の問題が生活の中

で適切にとりあげられなければ、障害者の経済的

な問題は個人の責任や対誌の範轄として、見過ご

されてしまうことになるであろう o 1問えば、中途

障害者が主に利用している介護保険は応益負担で

あり、かっ支給限度額による給付制限があるため、

介護状況と経済的条件の組み合わせによっては、

ニーズとサービスの充足度に不一致が生じ、生活

の質が改善されていないという現実がある (8)。障

害者の生活のあらゆる場蕗で同様の開題が生じて

いることが予測される。障害者の生活の豊かさの

実現は、補祉の市場化の動きにより、

課題となってきている。

そのため、まずは障害者世帯間の所得格差の現

状を確認し、次いで所得格差を生じさせている要

因を明らかにし、さらにそれらが生活にいかなる

影響を与えているかを検証していくことが求めら

れている。

そこで本稿では、脳卒中後遺症者の会の会員を

対象にしたアンケート調査とインタビュー調査の

データをもとに、所得格差の現状と要因を分析し、

それが生活にどのような影響を及ぼしているのか

を低所得贈の生活を中心に明らかにしていく。
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中途障害者の所得格差の現状(アンケー

ト調査の分析)

(1)調査概要

は2003年 7月から 8月まで、 A県の脳卒

中後遺症者の患者会に所麗している会員を対象に

アンケート調査を行った。アンケート調査の配布

数は 223、回収数 77、回収率 34.5%であった。

(2 )一般世帯との所得比較

①全体の比較

l 世帯収入の分布状況

収入金額 実 数 上七 率

-100 4 5.2% 

100-200 11 14.3% 

200-300 21 27.3% 

300-400 9 11.7% 

400-500 3 3.9% 

500-600 1 1.3% 

600'""700 5 6.5% 

700~800 I 1.3% 

800~ 5 6.5% 

無回答 17 22.1% 
1亡3〉、 言十 77 100.0% 

慕礎調査

5.5% 

11.6% 

11.1% 

12.1% 

11.0% 

9.1% 

7.5% 

6.7% 

25.4% 

100.0% 

注)r基礎調査Ji立、厚生労働省ホームページ「平成 14年
国民生活主基礎調査の概況Jより作成。

表1¥ま世帯収入の分布をみたものであるが、一

般世帯の把握には平成 14年度に厚生労働省が実

施した臨民生活基礎調査(9) (以下、基礎調査)の

概況を用いた。これによれば、中途障害者世帯と

一般世帯の年収には 100万円位の差がみられた。

②年齢層の比較

年齢届別にみると 50歳代層において、一般世

と中途障害者世帯の所得格差が顕著であった

(表 2、表 3)0I基礎調査Jをみると、 50議代層

は全年齢層の中で最も世帯所得が多い年齢層となっ

ている。老後の貯えの時期と考えると、この時期

の経済的格差は大きな意味をもっている。

(3)中途障害者世帯摺の所得比較

中途障害者の世帯収入にはばらつきがあり、中

途障害者世帯間の所得格差は「受障年齢j、「受障

前職業」において、より顕著であった。

受障年齢層ごとに分布状、況をみると、 40歳代

は他の年齢層に比べて低い世帯収入に多く分布

している(表4)。また年金額でも、 40歳代層は

100万円未満が 46.2%であり、他の年齢層よりも

低い金額に多く分布している(表 5)050歳代層

は所得の分布がニ分していた。また受障年齢によ

る格差は、所得に対する意識にもあらわれている

表2 現iEの年齢層別にみた世帯収入

100万円
未満

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代 8.6% 

70歳以上 4.0% 

注)アンケート調査より作成。

l 世帯当たり平均
所得金額(万円)

100- 200-
200 300 

18.8% 12.5% 

14.3% 34.3% 

12.0% 28.0% 

表 3

300- 400- 600-
400 600 800 

6.3% 12.5% 

14.3% 2.9% 5.7% 

12.0% 12.0% 8.0% 

注)厚生労働省ホームページ「平成 14年 国民生活基礎調査の概況Jより作成。

800万円
無問答 メ口〉、

以上

100.0% 100% (1) 

該当者無

6.3% 43.8% 100% (16) 

5.7% 14.3% 100% (23) 

8.0% 16.0% 100% (25) 
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100万円
100-200 200-300 300-400 400-600 600-800 

800万円
無 回 答 i仁L3 

未満 以上

29歳以下 100.0% 100% (1) 

30歳代 100.0% 100% (1) 

40歳代 12.5% 18.8% 18.8% 12.5% 6.3% 31.3% 100% (16) 

50歳代 3.0% 18.2% 27.3% 12.1% 9.1% 9.1% 21.2% 100% (33) 

60歳代 4.3% 4.3% 34.8% 13.0% 13.0% 13.0% 17.4% 100% (23) 

70歳以上 25.0% 25.0% 50.0% 100% (3) 

全年齢層 5.2% 14.3% 27.3% 11.7% 5.2% 7.8% 6.5% 22.1% 100% (77) 

注)アンケ…ト調資より作成。以下、表5、6も同じ。

表5 受1壕年齢別にみた年金額

100万円
100-200 200-300 300-400 400-600 600-800 

800万円
無自答 メ口L 

未満 以上

29歳以下 100.0% 100% (1) 

30歳代 100.0% 100% (1) 

40歳代 46.2% 23.1% 23.1% 7.7% 100% (13) 

50歳代 29.2% 20.8% 41.7% 4.2% 4.2% 100% (24) 

60歳代 8.7% 21.7% 43.5% 4.3% 21.7% 100% (23) 

70歳以上 50.0% 50.0% 100% (2) 

全年齢層 25.0% 20.3% 37.5% 6.3% 10.9% 100% (64) 

表8 受樟年齢と現在の収入についてどう思いますか

かなり減った 減 っ fこ 変わらない 増えた 無回答 合計(度数)

30歳代以下 50.0% 

40 歳 代 56.3% 31.3% 

50 歳 代 48.5% 30.3% 

60 歳 代 21.7% 47.8% 

70 歳 代

i仁入3 言十 40.3% 33.8% 

(表 6)0r理主Eの収入についてどう思うか」につ

いての回答では、 40議代層がもっとも「減ったj

( rかなり減ったj を含む)と回答している割合

が高く、年齢層が高くなるにつれて「変わらない」

「増えた」という回答の割合が高くなっている。

この理由としては老齢年金受給年齢に近いほど経

済的変化の少ないことが考えられる。

次に「受障前職業Jによる所得の違いについて

であるが、「現在の収入についてどう思うかJの

間いについて、「まあまあ足りているJと回答し

ているのは「公務員Jに多く、「まったく足りな

50.0% 100% (2) 

12.5% 100% (16) 

12.1% 9.1% 100% (33) 

21.7% 4.3% 4.3% 100% (23) 

66.6% 33.3% 100% (3) 

14.3% 1.3% 10.4% 100% (77) 

いJという回答は、「自営業者Jと「民閣の常勤

雇用者Jに多かった。この 3者の受障後の世帯収

入を比べてみると、「自営業者」は 100万円未瀧

~150 万円に集中しており、「民間の常勤麗用者J

は 100~300 万円、「公務員J は 200~300 万円が

多く、職業形態によって受障後の所得に差がみら

れた。

以上のように、アンケート調査からは中途障害

とー殻世帯の所得格差が明らかであり、 50

歳代層の比較においてより顕著であった。また中

途障害者間の所得格差については受樟年齢と



表 7 調査対象者の属性と世帯の状況(世帯年収別)

性 障 年 齢 職 業 収入内訳 家族構成
公的

公的

現夜 現在の世帯
現在

受障
受障 公的 保障 家族

主等怠

保(保生護障活) 
No. 現 受 の{主 前職 保障 以外 の支

受瀦前 受!壕後 受障前 公的保障年収(万丹) 受 l毒時 現 在
変化の 年齢

まい 理由 業 伴甜 の収 援
l.lIJ 級 在 i箪 公的保障以外の

所得

12 F 1 160 40 自 営業 給 年〈障基) 娘援助

41M 2 67 42 自 営 業 不 年(障基1)

81M 3 57 48 自 営 業 自営業 売 上 生活保護

20 抗 手ド 69 59 不安定就労 常態作業 給 生活保護

6恥f 57 52 常履職員 給 年(障厚2)

22 M 2 60 53 自 営 業 売上+妻絵 年(障基1)i妻 給

51M 3 64 48 自 営業 常履作業 給 年(老厚)姉援助

71M 2 59 57 常履職員 宿舎 休議(年金事議中)

31M 2 66 49 常履職員 |常雇職員 給 年金(老厚) 妻 ノf

17 恥f 1 71 59 公 李寿 員 給 年(老共) 委(考慕)

l恥f 1 72 63 常渥織員 年十絵 年(老厚) 母年(老墓)

21 M 2 66 61 常雇職員 年+妻年 年(老厚) 委(嫁基1)

19 M 3 71 67 公 務 員 年十給 年(老共厚)

10 F 2 69 59 主 婦 夫 給 年(障基) 夫年(老共)

15 F 2 68 63 主 婦 夫 給 年(老基) 夫年(老淳)

14 M 2 72 67 公 務 員

年給，マ給十++不晴給 年年夫 老老共厚馬給。)
委年(老基)

21M l 67 58 自 営 業 不動産

91 F 5 52 49 主婦(不安定就労) 夫給

11 F 4 55 50 主婦(不安定就労) パ絵+夫給 夫 給 夫 給

13 M 1 70 51 自 営業 自営業 給十役報 年(老厚) 社長業収入

16 F 2 60 49 主婦(不安定就労) パ絵+夫給 年(障基) 夫 給

18 M 2 31 18 うA込二J与 主柱 家業手伝 親 扶 年(障基) 毅援助

Ca 1) rt世帯年収」のr-Jは翻き絞り調資ではっきりしなかった部分。
(j注2)r変化の漂白Jのr-Jは受控室前後で家族構成が変化しなかったもの。
(主主3)受隣部職業 :r常雇職員J=常藤でホワイトカラー、「常濯作業J=常震のブルーカラー、

「サービスJ=)吉員、セーノレス、「不安定就労J=臨時・日産主のフソレーワーカー
(主主4)収入内訳 :r年J=年金、「給J=給与J不J=不動態収入、「売上J=自主主活の売上、「パJ=

ノマート、「役報J=役員報脈、「綴扶J=殺の扶養。
(注 5)年金穣類:r老J=老齢年金、r~~J=控室主害年金、「滋J=基礎(国民)年金、「厚J=厚生年金、

「共J=共済年金。

100-150 

100-150 

100-150 

100-150 

150-200 

200-250 

200ω250 

250-300 

300-350 

300-350 

300-350 

350-400 

350-400 

350-400 

350-400 

400-450 

450-500 

500-

700-800 

800-

入

民賃 夫娘 2 単 身 離婚娘独立 × ム ム
民主霊 委息子 3 主挙 身 離 主警 × ム ム
公営 母委息子 1母同居→単身 離 ま寄 × ム xx * 
民賃 独居(会社寮)単 身 × xx * 
持家 委 妻 ム
持家 妻 妻 ム × 

良質 委息子2娘l単 身 離 婚 × ム ム
社宅 委娘 2 妻 娘 娘独立

持家 姿 娘 2 妻 娘独立 × 

持家 妻 委

公営 委 母親 (93) 離 婚

持家 委(薄警i級)委(障害l級)

持家 委 妻

持家 夫 夫 xx × 

持家 夫 ま良 夫 主良 ム × 

持家 妻 妻

持家 妻母娘 委次女夫婦孫 娘結婚 ム ム

害虫
夫 × × xx 

夫 娘結婚 × xx 

妻娘夫婦 娘結婚 ム
民賃 夫 夫 × × × 

親記望父母父母妹滋父母父母妹

(注6)No. 7は月収の他にボーナスがあるため月に平均すると 20万円を超える。
(主主7)受務年齢:40歳代=rXJ

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

(注 8)受降高官署員業(主に):自営業=rムJ、不安定就労形態(臼麗・主主時躍など)二三rXJ、
無職=rXxJ 

(注 9)公的保滋(年金)・無し=rXxJ、観客義縫年金 1級主基準以下(月額8.3万円)=rXJ、
調査地生活保護主基準額以下=rムJ

(主主10)公約保障以外の収入(家族の支援以外):有 rOJ
(注11)家族の支援(金銭的):有出rOJ

ド叫。
九
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前職業において顕著であった。しかしこれ以上の

理由については推測の域をでない。所得格差がど

のように生じ、格差の要因がどのように関連して

いるのかは個々の生活の中から導き出す必要があ

るだろう。そのため次節では開き取り調査をもと

に格差の要臨を分析していく。

2 中途障害者の所得格差の要国分析(イン

タビュー調査の分析)

(1)インタビュー調査の概要

アンケート調査対象者から、研究の主旨に賛同

していただいた 22名の会員に対して個別聞き取

り調査を実施した。

調査対象者の全体の概要を表?に示す(10)。

低所得麗を切り取る尺度としては生活保護基準

を用いた(11)。本研究では調査対象者に多い l人世

帯と 2人世帯に分け、調査対象者の平均である年

齢 60歳代と身体樟害者手帳 2級以上を想定して

算出した。収入に含まれるものについては、調査

地域の級地の生活扶助の一類費、ニ類費、樟害加

算、冬季加算、住宅扶助の特別基準とした。おお

まかな世帯年収を、単身者 180万円(月収 15万

円)、 2人世帯 240万円(丹収 20万丹)として、

この年収未満を生活保護基準以下とし、本研究で

は低所得層として位置づけた(恥4、6、8、12、

20、22)。

(2)所得格麓の裏盤

先行研究とアンケート調査の結果から、所得格

差の要因として示唆されたのは、「公的年金J、

「受欝前職業、「受障年齢jであった。これら

の要因を諮まえつつ、般の要因との関連も確認し

ながら分析を行った。

低所得層の年金額は総じて低く、年金の種類は

無年金による生活保護か国民年金もしくは間程度

の厚生年金であった。また低所得層の年金受給者

は生計中心者で、あり、年金が世帯収入の中心であ

る者が多かった。低所得層に属していない世帯で、

年金受給者が生計中心者である場合は、年金額が

い者が多く CNo.7、 3、17、 1、21、19)、年

金の撞類は共済年金や厚生年金などの被用者年金

であった。また年金の腫類は受障前職業と関連が

あり、低所得層で無年金か国民年金であるのは、

受障前職業が「自営業Jや「不安定就労」であり、

「公務員jや「常勤雇用jで長期にわたり安定し

た所得を得ている者は、被用者年金で年金額は高

い CNo.1、 3、 7、14、17、19、21)。また「自

営業」であり年金額も低いが低所持層に入ってい

ない者には、不動産の貫料という「年金以外の収

入Jがあった CNo.2 )。しかし低所得麗の中にも、

民間の常勤雇用で給与額も高かった厚生年金の者

がおり CNo.6 )、この理由として考えられるのは

保険料納入期間と樟害等級であるため(ヘ受陣年

齢に影響をうけていると推測できる。このような

厚生年金内の例外はあっても、自営業者や不安定

就労者が受樟後に低所得に陥りやすいのは明らか

であり、受樟前の職業選択の段階でおおかたの年

金額は決まってしまっている O

このように年金の種類による受給額の格差は、

所得格差の理由の lつといえる。しかし低所得層

と同様に低い年金額でありながら低所得層でない

場合もあり、それだけでは説明できない。同じ年

金額でありながら、所得階層が違う理由は「年金

以外の収入Jの有無である。「年金以外の収入」

は「家族の支援jによるものとそれ以外のものに

わけられる。

家族の支援以外のものとしては、受陣後の就労

による稼簡所得と不動産収入があげられる。 NO.2

は自営業の保障の低さを予測し、賃貸アパートを

所有していたために、年金額が低くても低所得層

には属していない。またNO.5は現在退職している

が、稼動収入で年金の不足分を補っていた。しか

し以前は稼動収入がなくなると所得階鰭は年金額

の基準になる。障害者の労働は身体的な状態や環

境の面から就職が難しかったり、また身体的な負

担から継続が国難だったりするため、安定した収

入とは言い難い簡もある CNo.7は大手企業であっ

たが言語の障害のためコミュニケーションの問題

から復職を断念している。また、 NO.8は受陣後一

度自営の践に戻ったが、障害のために体が思うよ



106 

うにならずに廃業している)。

「家族による支援」は、年金受給者が生計中心

者か苔かによって異なっていた。低所得層と同じ

く低い年金額ではあるが、低所持層ではない者の

多くは生計中心者ではない「主婦」であった (No.

9、10、11、15、16)。主婦の所得階層は夫の収

入によるため、受障前後で経済生活上の変化はな

い。しかしこの状態は夫婦であることが前提であ

るため、妻が自分の経済力だけでは自立できない

関係である。障害のために就労が難しい場合には

この関係性がさらに強まり、夫婦形態の拘束性を

増すことになる O また夫が受障したときには夫の

年金額に在右され、受障を契機に低所得層になっ

た男性の妻に主婦が多かったことから、逆に脆弱

であるともいえる O

また年金受給者が生計中心者であっても、夫婦

問で生計中心者の役割を交代する場合がある。 No.

22は受障前から共働き夫婦であったため役部の

移行がスムーズであった。しかし妻の収入は夫の

稼動収入額には及ばず、結果として所得階層が低

下して低所得層であった。

低所得かそれに近い単身者は、同居以外の家族

の支援を受けていた。しかし金額は不足分そ補う

程度のものであり、所得階層には影響を及ぼすほ

どのものではなかった。また支援者が結婚したば

かりの娘 (No.12)や高齢の姉 (No.5 )であり、将

来的に安定した支援と考えるのは難しい。

次に受障年齢による格差をみると、 40歳代に

受障者したものに低所得層かそれに近い層が多かっ

た。受障が 40議代であり低所得層である者は、

受障を契機として経営していた会社が倒産し、

就職はしたが半分以下の所得になった者や (No.5)、

自営していた屈を手離して自己破産し生活保護に

なった者など (No.8 )、受樟により職を失い収入

がなくなるという経済生活の低下を経験している

ものが多かった(他にNo.4、12)。また受障時の

離婚も多かった (No.4、 5、 8、12)。このため

この時期の受障は、それまで稼動収入で生活して

いた者が、障害のために受陣後に稼動収入が簿ら

れなくなるか得られでも少なくなり、さらに離婚

により同居家族の支援も受けられなかったため、

経済的状況が大きく低下したといえる。またこの

時期を家族の生活周期段階にあてはめてみると(凶、

経済面が最も大変な時期であり、受捧時の損失も

大きく、老後の貯えをする時期を経ずに老後を迎

えるということが、受障時の経済状態が今後も継

続していくものであることを示している。

3 経済的条件が生活に及ぼす影響

前章で確認した所得格差の要因と、現在の所得

階層の組み合わせをみると、いくつかの特徴ごと

にまとめることができ、ほぼ 4つのグループに分

類することができた(表 8)。その分類をもとに、

経済的条件が生活に与える影響を他の条件との関

連も含めて検討する。

(1)各グループの特徴

A群は受障を契機に経済面で負の変化がおき

た群である (No.4、 5、 6、 8、12、20、22)。

この群の特徴は、今回の調査対象者の中では最も

世帯収入が低く、公的な所得保樟が障害基礎年金

や生活保護もしくは間程度の厚生年金であること、

本人もしくは生計を向じくする家族が不安定就労

か自営業であった経験が長いこと、受障後もしく

は受障前より配偶者との離婚、別居を経験してい

ること、受障年齢が 40歳代であることであるO

(A群の身体的状況は、 No.20はほとんど、障害が残っ

ていないが、他の者は障害が残っていたとしても

片麻療やひきずりがある程度で、 E室内・麗外とも

l人で歩くのには開題はない。)

B群は、経済的関面においては、受障を契機と

する変化がほとんどなかった群である(恥 l、3、

7、14、17、19、21)。この群の特徴は、受障時

に老齢年金を受障していたかそれに近い年齢に達

していたこと、年金の撞類が給付金額の高い老齢

共済年金や老齢厚生年金であること、受障前(定

年まで)の職業が公務員か比較的大企業の民間の

常勤謹用で長期間勤めており受障時には管理職で

あったこと、夫婦世帯であることなどがあげられ

るo (B群の身体的状況は、片麻揮であり、歩行



表 8 調査対象者の震性と世帯の状況(グループ別)

性 際 年齢 職 業 収入内訳
現在の

家族構成
公的

公的

I 
現 在 世帯

現在
受際

受障 公的
保障

保障 家族
グル

No. 現 FJZ ζ 

公的保障 年 収
の住

受障時現 在 変化の 年齢 言業百戦 保障

保(生護活) 

以外 の支
ープ受障前 受陣後 受障前 まい 停制 の収 援

ijlJ 級 在 障 公的保障 以外の (万円) 理由
所得 入

12 F 1 160 40 自 営業 給 年(障慕) 娘援助 100-150 民賃 夫娘 2 単 身 離婚娘独立 × ム ム O A 

41M 2 67 42 自 営業 不 年(障基1) 100-150 民質 委 息 子 3 単 身 離 婚 × ム ム A 

51M 3 64 48 自 営 業 吊履Tド莱i 給 年(老厚) 姉援助 200句 250 民賃 委恵子2娘l単 身 離 婚 × ム ム O A 

81M 3 57 48 自 営 業 自営業 7士丞乙2 上 生活保護 100-150 公営 母委息子 2母潟居→単身 難 婚 × ム xx * A 

61M l 57 52 常履職員 給 i年(騨2) 150白200 持家 委 委 ム A 

22 M 2 60 53 自 戸主込主ゐ 業 売上十妻給 年(障基 1) 委 給 200-250 持家 委 委 ム × O A 

20 M 五ド 69 59 不安定就労 l常震作業 給 生活保護 100-150 員集 独居(会社祭)単 身 × xx * A 

31M 2 66 49 常緩職員 常護職員 絵 年金(老厚)妻 ノf 300-350 持家 妻娘 2 委 娘独立 × B 

71M 2 159157 常 産量職員 給 体締(年金串請中) 250-300 社宅!妥娘 2l姿 ま良 娘独立 B 

17 M 1 171159 公 務員 給 年(老共) 妻(老墓) 300-350 持家 妻 委 O B 

21 M 2 166 61 常緩職員 年十妻年 年(老厚) 妻溝墓1) 350-400 持家 委(障害1級)委(障筈1級) O B 

11M 1 172 63 常媛職員 年 十 給 年(老淳) 母年(老基) 300句350 公営 妻 母毅 (93) 離 婚 O B 

14 M 2172 67 公 李寿 員 年十給 年(老共淳)妻年(老基) 400同450 持家 委 妻 O B 

19 M 3 71 67 公 務員 年+給 年(老共厚) 350伺400 持家 委 委 B 

13 M 1 170 51 自 営 業 自営業 給+役報 年(老厚) 社長業収入 800- 持家 母 妻 娘 2 委娘夫婦 娘結婚 ム O C 

21M 1 167 58 自 営 業 給十不 年(老厚) 不動産 450-500 持家 委母娘 委次女夫婦孫 娘結婚 ム ム O C 

91F 5 52 49 主 婦 パ絵+夫給 夫 給 夫 給 500- 社宅 夫 夫 × × xx O D 

16 F 2 60 49 主 婦 パ給+夫給 年(障暴) 夫 給 民賃 夫 夫 × × × O D 

11 F 4 55 50 主 婦 パ給十夫給 夫 給 夫 給 700-800 持家 夫 娘 夫 娘結婚 × xx O D 
10 F 2 69 59 主 婦 夫 給 年(障基) 夫年(老共) 350-400 持家 夫 夫 xx × O D 
15 F 2 68 63 主 婦 夫 給 年(老基) 夫年(老厚) 350“400 持家 夫 娘 夫 娘 ム × O D 
(注1)ft世帯年収Jのf-Jは聞き取り調査ではっきりしなかった部分。

(注2)f変化の理由」のf-Jは受障者前後で家族構成が変化しなかったもの。

(注 3)受降前職業:f常藤職員J=常濯でホワイトカラー、「常震作業J=常震のブノレーカラー、「サーピ

スJ=)苫員、セーノレス、「不安定就労J=臨時・日震のフソレーワーカー

(注4)収入内訳:f年J=年金、「給J=給与、「不」口不動産収入、「売上J=自営j古の売上、「パJ=パート、

「役報」ヱヱ役員事長隣、「毅扶J=親の扶養。

(注 5)年金穣類 :f老J=老齢年金、f罪事J=控室主害年金、「墓J=基礎(国民)年金、「厚J=厚生年金、「共J=
共演年金。

Ci注6)No. 7はfjJ奴の他にボーナスがあるため汚に平均すると 20万円を超える。

(注7)受|燈年齢:40歳代=fxJ
(注 8)受路前綴業(主に):自営業=fムJ、不安定就労形態(日産霊・綴時濯など)口fXJ、無事量口

fx xJ 
(詮 9)公約保障(年金):無し=fxxJ、障害基礎年金 l級基準以下(月額 8.3万円)=fxJ、

調査地生活保護慕準額以下=fムJ
(注10)公的保!壕以外の収入(家族の支援以外):有=fOJ
(注11)家族の支援〔金銭的): :有=fOJ
(注12)事例 18は、受障年齢が妻子しく低いため分析からは徐外する。
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もしくは杖を使用しての 1人の外出が可能な程度

である。)

C群は自営業主であるが、受陣後の経済状況が

安定している群である (No.2、13)。受陣後に経

済的な損失が生じなかった理由は、年金以外の安

定した収入(不動産収入、稼動収入)をもってい

ることがあげられるo (C群の身体機能は移動は

車椅子であり、移乗には介助が必要である。)

D群はすべて女性であり主婦である。世手持の

基本的な生活費は夫である配偶者の収入であり、

受欝後も世帯収入に大きな変化はない (No.9、10、

11、15、16)0CD群の身体的状況としては、 No.15

は外出に車構子を要するが屋内は杖と装具を捜い

自力で移動ができる。他の者は歩行にひきずりは

あるが、屋内外ともに歩行が自立している。)

(2)生活聞格差の実態

①包常生活

まず健康状態であるが、 B群は後遺症状や障害

の軽減のために多くの出費をしていた (No.17、21)。

A群では、定期通院や服薬は欠かさず、健鹿へ

の意識が低いわけではないが、健鹿に謹結する食

生活を切り詰めて他の支出(死後身辺整理の費用

や旅行費用)に当てているものがいた (No.20)。

住居については、 A群は家康構造の地に、家

賃や交通費の負担軽減のために住居の選択が制約

されていた。また交通の便の悪さや供給の少なさ

から公営住宅の利用なども制限され、現在の住環

境が悪くても引越しができずにいた (No.12)。ま

たC群では障害の程度により住宅を大幅に改修

しているものがいるのに対し (No.2、13)、A群

では受障時に経済的問題のために持ち家を手離し

た者が多く (No.4、 5、 8)、住宅環境を整える

ことが困難であるといえる。

介護サーどスについては、介護保険では応益負

担となったため、これまで無料であったサーどス

にも一律の費用負担がかかることになった。 A

群ではそのためにヘルパー利用を減らすなどのサー

ビス内容の見践しを迫られている者もいた (No.4)。

それに対して、 C群では公的サービスによるへjレ

ノfーの他に、都合がつき易いとの理由から自費の

ヘルパーを利用している者もおり (No.2 )、日

生活の負担軽減について大きな違いがみられた。

移動については、移動子段として車を利用して

いる者が何名かいたが、 NO.5 (A) は移動に欠か

せない車を所有するための費用負担の困難さをあ

げていた。 B群では車の所有費用に対する負担感

はなく、車を使用しない理由についても、「健撲

のため」や「リハビりのため」であった。また経

済的条件はタクシーの利用頻度にもあらわれてい

た。このように身体機能としての障害のみが移動

を制限するのではなく、経済的条件によっても移

動手段の選択が制限されている。

今後の不安については、障害の悪化や病気の再

発の不安はどの群でもあげられていたが、経済的

な不安をあげたのは A群だけであった。年金の

不足分を預貯金で補っているため、今後不足する

ことを不安に思っていたり (No.且 6)、今後に備え

てお金を貯めようと食費を削って貯えにまわして

いたりしていた (No.20)。

⑧社会生活

受陣後の就労については職業階麗でみる。受障

後就労をしているものは 40歳代での受韓者に多

かった。職業階層でみると、不安定就労者 (No.20

(A)) は、ほとんど樟害が残らなかったが復識を

断られた。常勤麗用者側0.3 (B))は障害が残

り、ほとんど仕事ができなくても援職している。

自営業者 (No.8 )は復職しでも体がもたずに結果

的に仕事が続けられなかった。職業の階層は公的

年金との関係だけではなく、受障後の就労にも影

響を及ぼしている。

余暇活動について、 A群の単身者は「人に会

いに行く Jと答えた者が多い。遠方の子どもに会

いに行くために「日々頑張れる」とやりくりして

いたり (No.12)、「誰かと話したいj という理由か

ら1人で旅行ツアーに参加するために生活保護費

を切り詰めていたりしていた (No.20)0A群のよ

うに食費などの生活費を切り詰めて余椴活動にあ

てている者は、他の群にはみられなかった。また

A群の余暇活動が「誰かに会いたいj という内
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容が多いことは、日常生活における人とのネット

ワークが/トさいともいえるだろう。

またNo.15はD群であるが、車椅子生活であり

1人での外出は鴎難である。しかし余暇活動とい

う目的では公的なヘルパーの利用はできず、

での費用負担も難しいため余鞍活動を俵Ij眼してい

る。介護制度の利用上の制眼と経済的条件が重な

ることにより、 fち相良がさらにま首力ロしているといえ

る。

社会参加については、今回の調査対象者が被調

査者への協力手続きの制約からほとんどが患者会

に所属しているため、作業所への適所や患者会へ

の出席などある程度の社会参加を果たしていると

いえる。作業所を利用する理由としては「外に出

ること」と「誰かと話をすること」が多かった。

( 11人で出でるのはつらいから目的がないと出

られないJ(No.11 (D))、「自分の言葉が伝わるか

試してみるためJ(No.7 (B))、「同じ経験のある

人はわかってくれるJ(No.4 (A))など)。また

作業所で自信をつけたことにより、積極的な理由

で作業所を辞めようと考えている者もいるが

(1友人と出かけるのが楽しくなったからJ(No.16 

(D))や「ボランティア活動をしたくなったから」

(No.11 (D))など)、「交通費の負担が大きい」と

経済的な理由をあげているものもいた。 A群の

単身者はほとんど毎5通ってきており、作業所で

の居場所の確保と情報収集が大きな資源となって

いるため、経済的条件により資源が減少してしま

うこともあるといえる。

⑧サポートネットワーク

中途障害は突然の受障であることが多いため、

充分な準備がないままに新しい状況への適誌を迫

られることになる。困難な状況に対して偶人の力

だけでは対応できないときに、サポートネットワー

クをどのくらい有しているかが適応の決め手とな

る。その意味でサポートネットワークは生活を支

える一部であると位置づけられる。

家族のサポートネットワークについて、 A群

は受樟後まもなく離婚を経験した者が多く、受障

という人生の困難な状況への対応の場面で、配偶

というサポートを失っている。また受障ととも

に離婚という状況にも適応しなければならなくな

り、図難の度合いが大きくなっている。配偶者の

喪失は精神的な支えを失うとともに、経済的な問

題をはじめとした様々な問題に、自ら対処してい

かなければならなくなることを意味する。受障に

よる経済生活面の低下が離婚につながっているの

かは、離婚の理由を本人からしか開けていないた

めバイアスがかかっていると考えるべきではある

が、理由として「自分が妻ぞ養えなくなったからJ

(No.5 )、「家計に貢献できる労骨力ではなくなっ

たからJ(No.12) ということをあげていることか

らも、まったく無関係であるとはいえないだろう O

A群では受難時に生じる経済的問題について、

自身が心配している場合が多いが、 B群に

ついては経済的問題を心配したということは、障

自身からはほとんど語られなかった。受障前

の経済状態から心配する必要がなかったというこ

ともあるが、妻が職場に今後の保障を確認するよ

うな行動も不安の徐去につながっていたといえる

CNo.17 (B))。また精神的な支援については、 B

群ではほとんどが妻をあげているのに対して、 A

群は「友人jや「誰もいなかったj ということを

あげている者が多かった。

しかし A群にまったく家族の支援がなかった

わけではない。受障後離婚し 1人で子育てをはじ

めたNO.12は、養育費がなく障害年金だけでは生

活の維持が国難であったとき、告分の母親と兄弟

から金銭的な援助を得ていた。またNO.8 CA)は

自分が入拐している関、妻と姉妹が自営業を手怯っ

ていた。ともに長期間の支援とはならなかったが、

一時的な国難を乗り越えるのには有効であったと

いえる O

家族以外のサポートネットワークについては、

NO.5 (A)の経済生活上の問題を解決したのは友

人のサポートであり、事業は倒産したが友人の紹

介ですぐに再就職できた。 NO.8は事業の継続が函

難になった時に、友人の紹介で自己破産の手続き

と生活保護の受給申請をしている。このように A

群は金銭以外のサポートについては友人が多くの
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役割を果たしている。 A群の家族のネットワー

クの脆弱牲が、{自のサポートネットワークの比重

を大きくしているといえるO しかしNo.12(A)は

金銭的な支援そ家族から受けることはできたが、

制度利用に関する』情報のサポートは得られず、生

活保護制度を知ったのは離婚後 1年たってからの

ことであった。

現在の A群のネットワークとしては患者会が

大きな比重をしめている。各種情報の入手源や相

談先などにあげられており、{国人のもつネットワー

クを補うものとして位置づけられるだろう O

おわりに

一般世帯と中途障害者世帯、中途障害者世帯間

の所得格差は、本研究においても明らかであった。

中途障害者世帯間の所得格差ぞ生じさせる主な要

因は、「公的年金」、「年金以外の収入j、「家族の

支援」、「受障前職業」、「受障年齢Jであった。

「受障前職業j は年金の種類に規定されるため、

間接的に所得に影響を与えていた。また「受i濠年

齢Jでは 40歳代での受轄の場合に受臨時に経済

的損失が大きいことが明らかで、あった。これら以

外の要因は所得額に直接関係する。「公的年金」

額の格差は所得格差を形成する理由の 1つではあ

るが、年金額は開じでも「年金以外の収入Jや

「家族の支援Jによって所得階層に違いがみられ

た。つまり公的な保障の不足を私的な資源で補っ

ているという構造であった。私的な資糠で補えな

い場合は生活保護の利用になるが、保護の受給は

収入額以外にも資産の保持が認められないなど利

用上の制約があり、閉じ公的保障であっても年金

と生活保護では生活の自由度に大きな格差がある。

そのため利用を望まない声も多く (例えばNo.12

は以前受給したときに、子どもの高校進学よりも

就職をすすめられたり、ペットを持つことを鷲沢

と言われたりした経験から、「どんなに閤つでも

二度と受けないj と決めているとのことである)、

生活保護が年金の不足を補うものとは成り得てい

ないのが現状であった。

また個人や家族の支援の中には、経済的に「不

安定な者が不安定な者を支えるJという脆いもの

もあり、さらなる所得階層の低下が予想される場

合もあった。年金制度の格差や生活保護制度の利

用上の問題なと、については、以前より多くの指摘

がなされている。しかし制度上の問題が明らかで

あるとしても、現実の生活上の問題への対応や、

生活上のリスクに対する備えは個人や家族が握っ

ている O 障害者自身や障害者と悶等の所得階層で

ある家族の対応である限り、受障後の所得格差は

し継続するといえる(ヘ

経済的条件による生活上の格差については、

活の一つ一つの側面をみると小さな格差にみえる

かもしれないが、生活全体安見通したときにはあ

らゆる面で制限が生じていた。その構造は、障害

者をとりまく嫌々な開題の解決が、最終的に舘人

や家族に委ねられているために、舘人のもつ経済

的条件によって生活に格葦が生じているというも

のであった。例えば、車椅子での外出には介助を

要するが、余暇活動という呂的での公的ヘルパー

の派遣を断られ、自費での費用負担も国難である

ために断念した者や CNo.15)、交通の便の良い所

に障害者用の公営住宅が不足しているが、今以上

の家賃の負担が国難なため民間の賃貸住宅への引

越しは難しく、環境の悪い住宅に留まっている

などである CNo.12)。

また経済的条件は、機能障害に伴う

活上の盟難さを軽減する方法を入手できるか否か

に影響を与えていた。移動手段としての車の債舟

を例にとると明らかであるように、移動の範顕を

拡大できる能力を持っていたとしても、経済的な

資源がないためにその能力を生かせない場合もあ

り、経済的な不利が賭害による制限の軽減を阻害

しているということができる。しかし問題は経済

的な条件だけではなく、環境聞の整備やサーどス

利用規定の見直しなどによっても軽減され、それ

により個人のもつ経済的条件による格差は減少す

る。障害者の目的を達するための方法は 1つでは

なく、環境の整備や謹用政策の強化などそれぞれ

の問題に応じた対JiE;策の検討が必要である。しか

しこれまでみてきたように、現状においては、経
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済的な対応に依存しているのが事実である O

福祉の市場化は「介護の外在化」をすすめるも

のであったはずだが、低所得麗では逆に個人や家

族の対臨に依存せざるを得ず、格差を助長してい

るといえるだろう O 生活上の格差を解消していく

ためには、時害者に特徴的な加算的支出(16) も

慮にいれ、障害者の生活に必要なもの(それは障

な生活のための水準ともいえるが)を

明確にし、それに向けての取り組みを進めていく

必要がある。そのためには「障害Jを最もよく知っ

ている韓害者自身の視点から、生活や人生におけ

る問題をとらえることが必要であり、経済的条件

と他の条件(経祷的条件を目的に転換できる能力

や制限を与える環境など)との関連から、問題を

分析することが必要で、ある。
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